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○山形県司法書士会公益活動に関する細則 

 

（目的） 

第１条 この細則は山形県司法書士会公益活動に関する規則（以下「規則」という）に基

づき、その実施に関して必要な事項を定める。 

 

（活動時間の認定） 

第２条 規則第３条第１項に掲げる活動のうち次の号については、８時間公益活動を行っ

たものとみなす。 
① 司法委員、民事調停委員、家事調停委員、人権擁護委員、民生委員、児童委員とし

ての活動 
２ 規則第３条に掲げる活動のうち次の各号については、一事件毎に４時間公益活動行っ

たものとみなす。 
   ① 法律扶助事件の受任 
   ② 法定後見人、保佐人、補助人、監督人としての活動 
 

 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則は、山形県司法書士会公益活動に関する規則が制定されることを条件に施行

する。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この規則の改正は、平成２９年３月１８日（理事会承認の日）より効力を生ずる。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この細則の改正は、令和元年８月７日（理事会承認の日）より効力を生ずる。 


